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発熱時(37.5度以上）

職員①発熱のある児童を事務所、または送迎車に隔離。保護者
に電話連絡。つながらない場合は、メールを送信し、引き続き

電話連絡を行う。

職員②他児の対応を行う。(基本は社員）

職員①発熱が見られた児童の体調把握、水分補給、こまめに検
温を行い記録する。

職員①保護者に速やかに引き渡しを行う

手の空いた職員で、発熱児童が触った箇所の消毒を行う。

送迎時、保護者に状況の説明を行い、健康観察をお願いする。
職員も健康観察、体調管理を行う。

嘔吐時

職員①嘔吐した児童以外を、事務所又は送迎車に移動させる。(基本は社員）
携帯を持っていく。保護者に電話連絡。つながらない場合はメールを送信し、

引き続き電話連絡を行う。

職員②対象児童の様子を見ながら、洗面所下にある感染症対策バケツにあ
る嘔吐袋を取り出し使用。感染を広げないようにする。手袋、防護服を前後
反対に着用し自身の感染を防ぐ。嘔吐物を広げないようにペーパーで処理
し袋に入れる。バケツ、ペットボトルに消毒液を作り、ペーパーを敷き消毒液
を撒き、１0分放置し、ペーパーを回収。再度消毒液でふき取る。手指消毒も

こまめに行う。

職員②嘔吐した児童の体調把握を行い、口をすすがせる。必要に応じて着替
えを行う。

職員②保護者に速やかに引き渡しを行う。

手の空いた職員で、発熱児童が触った箇所の消毒を行う。

送迎時、保護者に状況の説明を行い、48時間健康観察をお願いする。職員
も健康観察、体調管理を行う。

＊発熱時は、対象児童を隔離、嘔吐時は、対象児童は隔離せず、他児を隔離する。 

＊送迎車内で嘔吐の場合は、車内に設置している感染症対策グッズを使用し対応。児童との行き違いなどを防ぐため送迎を優先させる。自宅が近い場合、自宅に送迎。臨機応変。 

＊毎月月初めに動きを確認し、誰でも司令塔になり、動けるようにしておく。 

＊嘔吐や発熱の児童がいた場合、振り返り、改善点を話し合い、記録を作成。臨機応変に備えられるようにしていく。この場合は？などシュミレーションも行う。 


